
 
 

○ 総 務 省 告 示 第 二 百 九 十 六 号                                 

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 二 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 周 波 数 割 当 計 画 （ 令

和 二 年 総 務 省 告 示 第 四 百 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 す る 。  

  令 和 五 年 八 月 二 十 九 日  

総 務 大 臣  松 本  剛 明    

 次 の 表 に よ り 、 変 更 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 対 応 す る 変 更 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め る 。  
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第２ 周波数割当表 第２ 周波数割当表 

［１～７ 略］ ［１～７ 同左］ 

［第１表～第３表 略］ ［第１表～第３表 同左］ 

［国内周波数分配の脚注 略］ ［国内周波数分配の脚注 同左］ 

［別表１－１～別表 10－１ 略］ ［別表１－１～別表 10－１ 同左］ 

別表 10－２ 携帯無線通信（二周波方式のものに限る。）用の周波数表 別表 10－２ 携帯無線通信（二周波方式のものに限る。）用の周波数表 

陸上移動局用周波数帯 基地局用周波数帯 

715MHz を超え 748MHz以下 770MHz を超え 803MHz以下 

［略］ ［略］ 

 

陸上移動局用周波数帯 基地局用周波数帯 

718MHzを超え 748MHz以下 773MHzを超え 803MHz以下 

［同左］ ［同左］ 
 

［別表 10－３～別表 11－３ 略］ ［別表 10－３～別表 11－３ 同左］ 

備 考  表 中 ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  

 


